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教育厚生委員会会議録 

 

日時       令和３年３月２日（火）           開会時間 午前 １０時００分 

閉会時間 午後  ２時５５分 

 

場所       委員会室棟 第２委員会室 

 

委員出席者    委 員 長   山田 七穂  

         副委員長   臼井 友基 

委  員   浅川 力三  杉山 肇  遠藤 浩  宮本 秀憲   

鷹野 一雄  大久保 俊雄  望月 利樹 

 

委員欠席者    なし 

 

説明のため出席した者 

   教育長 斉木 彦  教育次長 小林 厚  理事 降簱 友宏 

   教育委員会次長（総務課長事務取扱） 小田切 三男  福利給与課長 小尾 一仁 

   学校施設課長 藤原 さつき  高校教育課長 荻野 智夫  義務教育課長 中込 司 

   高校改革・特別支援教育課長 百瀬 友輝  生涯学習課長 山岸 ゆり 

   保健体育課長 上田 直人  ＩＣＴ教育推進監 遠藤 豊 

 

   福祉保健部長 小島 良一  福祉保健部参事（衛生薬務課長事務取扱） 大澤 浩 

   福祉保健総務課長 津田 裕美  健康長寿推進課長 細田 尚子 

   国保援護課長 眞田 健康  障害福祉課長 古澤 善彦  医務課長 齊藤 武彦 

   健康増進課長 高橋 直人  子育て支援局長 依田 誠二  子育て政策課長 土屋 嘉仁 

   子ども福祉課長 小俣 達也 

 

議題 

（付託案件） 

 第４１号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のもの、第 

２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの及び第３条債務負担行為の補正中教 

育厚生委員会関係のもの 

 第４８号 令和２年度山梨県国民健康保険特別会計補正予算 

第５２号 動産購入の件 

第５６号 指定管理者の指定の件 

第５８号 指定管理者の指定の件 

承第１号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出各款 
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審査の結果    付託案件については、いずれも原案のとおり可決及び承認すべきものと決定し

た。 

 

審査の概要    まず、委員会の審査順序について、教育委員会関係、福祉保健部・子育て支援局関

係の順により行うこととし、午前１０時００分から午前１１時２５分まで教育委員会

関係、休憩をはさみ午後１時００分から午後２時５５分まで福祉保健部・子育て支援

局関係の審査を行った。 

 

 

主な質疑等 教育委員会関係 

 

※第５８号  指定管理者の指定の件（図書館） 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第４１号  令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のもの、 

第２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの及び第３条債務負担行為の補 

正中教育厚生委員会関係のもの 

質疑 

 

（教職員の退職手当について） 

大久保委員  何点かお伺いします。教の５の１番下の退職手当という項目がございますが、補正減

額でかなり大きい金額が盛られていまして、定年退職者の確定というのは、もう年度当

初から決まっている部分が多いと思いますが、８％のこの減額補正の現状はどういった

状況でしょうか。 

 

小尾福利給与課長  退職手当についてお答えいたします。定年退職者数については確定した数がござい

ますが、減少しましたのは昨年度の当初予算編成時に見込んでいました定年退職予定者

が、定年退職前に退職する、いわゆる勧奨及び自己都合退職等で退職したことに伴う減

でございます。それに伴いまして今年度組織再編成により教育委員会の業務が知事部局

に移管されたことにより、人事異動等による影響がありました。 

 

大久保委員  この確定した８２億円余、これは何人の退職手当になるんでしょうか。 
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小尾福利給与課長  定年が２８６人、それから勧奨が６８人、自己都合が２６人、中途１８人、期間採

用３７４人、合計７７２人を現時点で見込んでおります。 

 

（子どものネット・ゲーム依存シンポジウム開催事業費について） 

大久保委員  次に、教の１７ページの補正増額の上から２段目の環境浄化推進事業費、子どものネ

ット・ゲーム依存シンポジウム開催事業費が盛られているわけですけれども、私も中学

生の子供がいるんですが、思った以上にネット依存は、危機的な状況だと思います。せ

っかく期末テストの勉強をしても、この後ネットをしてしまうとマイナスになるような

気がするんです。この開催事業の内容はどういう部分でやるんでしょうか、それはネッ

ト依存防止ということですけれども、開催事業だけでなくて、対策が必要だと思うんで

すけども、詳細を説明いただきたいと思います。 

 

山岸生涯学習課長  シンポジウムの内容について御説明をいたします。シンポジウムの対象は主に各学

校の養護教諭、依存対策に悩む、または関心のある保護者、福祉や教育に携わる市町村

職員などを想定しております。 

  オンライン配信での開催を予定しておりまして、内容としましては、まずネット・ゲ

ーム依存の医療の専門家による講演を行いまして、その後、専門家の方をコーディネー

ターに教育現場、ゲーム依存等の支援団体、携帯電話関連事業者、そして行政からパネ

リストを出しましてパネルディスカッションを行う予定となっております。 

  そちらの内容につきましては、配信等を継続して行いまして、ぜひ各現場でお悩みの

方、または保護者の皆様にこうした内容を題材にいたしまして対策などを考えていって

いただきたいと思っております。 

 

大久保委員  概略はわかったのですが、子供のときにしっかり対策を打たないと大人になってもス

マホ依存症になる。一番肝心な時期だと思います。ですから、その今、大きなシンポジ

ウムを行って、いろいろな各市町村とか保護者にしても、関係機関へ周知徹底というか

意識させ、１人でも多く、１つでも多くの団体にその後のフォローアップをするなど、

継続した取り組みが必要だと思います。もう一度御説明いただきたい。 

 

山岸生涯学習課長  議員御指摘のとおりだと考えております。青少年の健全育成に関する団体と、今、

連携も図っているところですけれども、それ以外でも携帯関係事業者等とも連携をいた

しまして、引き続き令和３年度に向けて、このネット・ゲーム依存を取り上げて対策を

図ってまいりたいと考えております。 

 

（デジタル化対応産業教育装置整備事業費について） 

杉山委員  教の８ページですけれども、中段にマル臨でデジタル化対応産業教育装置整備事業費

とありますけれども、これは具体的にどういった装置を整備するのか、御説明いただけ

ますか。 
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藤原学校施設課長 デジタル化対応産業教育装置整備事業費でございますけれども、これは農業、工業

等の職業系専門高校にコンピューター制御による工作装置など最先端のデジタル化に

対応した産業教育装置を整備する事業でございます。 

 

杉山委員  ここに６校、実施校ということで挙げてあるんですけれども、これ以外にも工業高校、

専門、職業高校というのはあると思うが、そういった高校にはもう既に、設備はもう整

っているという理解でよろしいですか。 

 

藤原学校施設課長 今回整備いたしますのは国の国補事業でございまして、今回限りの特別な措置とい

うことになっています。設置から２０年以上が経過しているおおむね１，０００万円以

上の装置ということで、ほかの学校につきましては、常日ごろから専門高校情報教育機

器更新事業費のほうで整備をしております。 

  ただ、今回は１，０００万円以上とかなり高額な機器ということで、マル臨というこ

とで事業設定いたしました。 

 

杉山委員  基本的にこの６校がその限られた予算の中でということはわかるんですが、この６校

が選ばれた理由は何かあるんですか。 

 

藤原学校施設課長 今回のこの事業ですけれども、更新に多額の経費を要することもございまして、過

去に整備した特別装置の老朽化が進んでいる、そういったものを選定しまして、１，０

００万円以上の装置ということで採択をしたところでございます。 

 

（公立高等学校就学支援金・給付金について） 

杉山委員  いずれにしても県立高校はいろいろありますので、次の機会があったら、全てのそう

いった高校が等しく機会を生徒に与えられるようにしていただければと思います。 

  それから教の１４ページ、奨学金の就学支援金、奨学給付金です。ここにも書いてあ

りますけれども、高校生が安心して教育を受けられるためにということで、大変重要な

事業だと理解をしているんですけれども、過日、いろいろな問題があったということで、

簡単で結構ですが経緯とその後の対処、どのようにされたのかということを御説明いた

だきたいと思います。 

 

荻野高校教育課長 先ほど申し上げましたが、このたびは御迷惑をかけてしまい、大変申しわけありま

せん。 

  この就学支援金等の対象者の認定に当たりましては、平成３１年４月から就学支援金

事務処理システムという、これは文部科学省が開発したシステムを使いまして行ってい

るわけですが、そのシステムと本県の情報システムを利用して、一括で残額照会を行っ

ていて受給資格を確認しています。 

  今般、先ほど申し上げました就学支援金事務処理システム、実際に認定をするシステ

ムと県のシステムを取り持つ、情報の移行を支援するツール、これもコンピューター上

のシステムですが、そのシステム間を連携するシステムがうまく作動せず、住民税の未
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申告者と税情報のない方を、システム上は申告済みで住民税の所得割が空欄のはずです

が、ゼロという形で扱ってしまい、給付対象者として認定していることが判明いたしま

した。このため、これが１２月末に判明したのですが２カ月かけまして申告状況を精査

した結果、住民税の未申告者等に該当する方が公立高校で１０１名いらっしゃいました。

この方々に申告等の手続を今、依頼しているところでございます。今後この申告に基づ

き受給資格の再認定を行ってまいります。 

 

杉山委員  先ほども言いましたけれども、本当にこういう大切な事業ですので、公平公正にルー

ルに基づいてやっていただければと思います。 

  それと、今コロナ禍で大変な状況ですけれども、いろいろな産業が激動しているこの

１年だったんですけれども、例えばこの奨学金を申請するのが年に１回だと、その経済

状況が激しく変わったときに、随時申請できるのでしょうか。 

 

荻野高校教育課長 今年度は家計急変対応を行っておりまして、急に仕事がなくなったとか、そういう

家計急変に対しては別途また申請できるような状況になっております。 

 

杉山委員  いずれにしても、いろいろな状況の中で一番被害を受けるのは子供たちでありますの

で、そういったことを今、説明だと随時そういった申請もできるということの説明をい

ただきましたけれども、より丁寧にきめ細かく子供たちの状況を把握しながら、ここに

書いてありますけれども安心して教育が受けられる環境をぜひ整えていただきたいと

思います。 

 

（しなやかな心の育成推進事業費について） 

望月（利）委員 全体的に見て、新型コロナウイルス感染症の対応により減額になり、思っていた事業

ができてないという印象を受けております。そんな中で子供たちの未来、またこの山梨

の未来を担う子供たちの教育という部分が、非常にこの新型コロナウイルス感染症によ

り脅かされているということ、ここをケアしていかなければいけない対応も大変だと思

っています。 

  そんな中でまず心のケアという部分、そこのところを切り口に少し質問させていただ

ければと思っております。教の３ページですが、ここで、しなやかな心の育成推進事業

費が国からの１０分の１０ということで減額されている、本来であればまさに心のケア

という部分を一番にやっていただかなければならない中、この国の対応について詳しく

お聞かせいただければと思っております。 

 

小田切次長・総務課長事務取扱 この事業につきましては、しなやかな心の育成ということを目的に主

にフォーラムとか、講演会などをやっているような事業でございまして、経緯といたし

ましては令和２年６月に文部科学省から、これは国の委託事業でございますが、要は、

ちょうど生徒の休校が終わったころということにはなるかと思いますが、児童生徒の学

びを最大限保障することや教育活動に専念できる環境をつくるために、今回のこの事業

につきましては委託事業を中止するというような通知がまいりました。 
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  私どもも、基本的には、フォーラムとかそういったものは中止ということでお金がか

からないような、お金がかからないでできるような事業につきましては、例えば道徳研

究推進校の指定だとか、そういったお金のかからないものはそのまま継続しております

けれども、フォーラムといったことにつきましては中止という形でさせていただいてお

ります。 

 

（心の健康教育推進費について） 

望月（利）委員 まさに人が集まるというようなことはできないという状況の中でどうやってその部分

を違う方向でケアをしていくかということで、状況はわかりましたので、ぜひともその

ところを心のケアということでやっていただければと思っております。 

  関連した形で、教の１１ページの義務教育課のほうも心の健康教育推進費の中でスク

ールカウンセラーの確保という部分ができなかったと、臨床心理士に準ずるような方々

を当初の予定では採用しながら心のケアをしていくという予定だったのですが、この状

況という部分をお聞かせいただければと思います。 

 

中込義務教育課長 議員御指摘のとおり、子供たちの心のケアということを十分にしていく必要がある

ということで対応を進めてまいりました。今回の補正につきましては、心の健康教育推

進事業ということで、スクールカウンセラーを８４名配置しているわけですけれども、

そのうちの１４名が準ずる者ということで、報酬額が下がったことによる減額というこ

とになります。その１４名、準ずる者の分が減額ということになっております。 

  ただし、小中学校の全校に本年度は配置をして、きめ細かい対応をしているという状

況でございます。 

 

（コロナ禍における高校生の心のケアと経済支援について） 

望月（利）委員 まさにこの状況下の中、全校に配置できたということを、これは本当に特筆すべきだ

と思っております。準ずる者ということで減額ということは承知いたしましたが、その

減額したということで、その水準といいますか、そこが下がってはいけない。全体でケ

アしていただきながら、スクールカウンセラーはせっかくのいい取り組みですから、進

めていってほしいと思っております。 

  先ほど杉山委員からも話があったとおり、高校教育課のほうですが、このコロナ禍の

中で予算措置といいますか経済的に余裕のない世帯の高校生が安心して教育を受けら

れるようなケア、ここの所管の質問ではないんですが、今後この部分を拡充していくと

か、経済的な部分をどうやってケアしていくかということも念頭に置かなければいけな

いとは思うんですが、教育長、大枠でいいので、これからのコロナ禍における高校生の

心のケアと経済支援という部分で思いをお聞かせいただければと思います。 

 

斉木教育長  経済的な面でということは、私どもも常々工夫しているんですけれども、なかなか予

算的なものも絡んでおりまして、今の御質問に対しては心のケアというところで、私の

思うところを簡単に話させていただきたいと思います。この厳しい経済状況、感染状況

の中で、小中高の生徒、特別支援の生徒、それぞれ大変な状況に置かれた１年間だった
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んですけれども、社会で大人たちが感染防止のために一生懸命になっている、学校では

先生たちが本当に一生懸命になっている姿を見た１年間だったとも思います。 

  そういった点では一人一人に直接働きかけは、弱くなったかもしれませんけれども、

全体的なムードとしては子供たちを励ますような雰囲気があったのではないかと、楽観

的過ぎるかもしれませんけど、そのように思っております。 

  来年度にどのように今年度得たところをつないでいくかということは考えていきた

いと思っております。 

 

（県立図書館の指定管理者の指定について） 

遠藤委員  細かいところで、確認の意味で質問させてもらいたいと思います。 

  教の２０ページの債務負担行為の県立図書館のところで、聞きそびれてしまったんで

すけれども、今回の締結が３億７,７００万円ということで３期目になると思うんです

が、１期目が３億６,０００万円余、２期目が平成２９年から令和３年までの４年間で３

億２,５００万円余、今回３億７,７００万円ということですが、今回の提案で、どの点

が、どんなところが変わったのか、お伺いいたします。 

 

山岸生涯学習課長 ２期目と、これまでの提案と今回の提案のどんなところが変わったのかという御質

問であるかと思います。そちらにつきましては、きらっとやまなし共同事業体が現在指

定管理を務めている中で得た課題ですとかそういったことをもとに、例えば今、貸し室

の予約は普通に電話などアナログな対応なんですけれども、そこをオンラインの対応に

するとか、利便性を提供いたしまして利用者の増を図っていくというような提案がござ

いました。 

  ただ、今回こちらに教２０ページに挙げさせていただいております３億７,７７５万

６,０００円ですが、もともとの提案価格よりもこちらは上がっております。といいます

のは、先ほどの青少年センターですとか科学館などと同様に、この最初の指定管理候補

者が応募したときの提案価格というのはコロナを反映しておりません。一度それで提案

をいただいて選定はしているんですけれども、その後の協定の中で今後の超感染症社会

に対応したというところを踏まえまして、収入、支出の増減を改めて算定いたしまして、

この３億７,７７５万６,０００円としたところでございます。 

 

遠藤委員  今回コロナ対応も加味しているということでプラスアルファになったということで

すが、新しい契約なので、その点は特記しておく必要があるのではないか、また次の契

約のときにもそのことが議論になると思うので、この辺は説明不足ではないかと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

山岸生涯学習課長 基本協定の締結に当たりましては、こちらの指定管理のほうを所管しております行

政経営管理課の指示のもと、そちらのコロナの超感染症社会を踏まえたといったところ

で織り込んでいるところでございますので、引き続き行政経営管理課にも相談しながら

その点については検討してまいりたいと思います。 
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遠藤委員  わかりました、よろしくお願したいと思います。 

  １点、気になったのですが、先ほど説明の採点結果の中で、７番の利用料金の納付率

というものが配点５点の中で１点ということですが、説明をお願いしたいと思います。 

 

山岸生涯学習課長 納付率につきましては、利用料金は指定管理者の収入となるんですが、年度ごと収

入見込額を上回った場合に、その一部を相当する額を県に納付することとしておりまし

て、応募者はその納付率を提案することになっております。今回、きらっとやまなし共

同事業体からは２０％の提案があったわけなんですが、価格評価点は価格配点に応募者

の提案割合を掛けたものとなりますので、計算いたしましてこのようになったところで

ございます。 

 

遠藤委員  意味がわからないんですが、もう少し砕いて説明していただけますか。 

 

山岸生涯学習課長 納付率のところの配点が５点となっております。この５点掛ける応募者の提案が２

０％でしたので、５点に２０％を掛けまして１点という採点になっています。 

 

（職員福利厚生施設管理費について） 

浅川委員  では１点だけ。教の５の職員福利厚生施設管理費というところで、今、社会的な問題

になっているアスベストの除去が終わった後の話をしたんですけど、アスベストは今、

社会的に訴訟問題も起きたりしているわけでありますが、ほかにまだ幾つか施設があり

ますよね。ほかの施設のアスベストは大丈夫ですか。 

 

藤原学校施設課長 アスベストにつきましては、うち、学校施設課では校舎等を所管しているわけです

が、今回、直近でいいますと市川高校を解体いたしました。その際にアスベストがござ

いまして、かなりアスベストというのは法令が厳しく規制されておりますものですから、

その規定にのっとりまして適正に処理をしたところでございます。 

 

浅川委員  宿舎の話を聞きたかったんですけど。 

 

小尾福利給与課長  教職員住宅に関しましては、残り２カ所ございます。上野原地区と吉田地区に教職

員住宅がございます。この２カ所に関してはアスベストの使用はございません。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第５２号  動産購入の件（授業用パソコン） 

 

質疑       
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（授業用パソコンの購入について） 

宮本委員  先の１１月議会で、スケジュールとしてその端末の納入については今年の夏という答

弁があったと記憶していまして、今、在宅、テレワークの需要で相当その在庫が品薄だ

ということが日経新聞の記事等もありまして、先日の山日新聞にも県内の市町村の端末

が入ってくるのがおくれているという話があったんですが、予定どおり夏までにはこの

５,３２５台入るという認識でよろしいのか、まず伺いたいと思います。 

 

荻野高校教育課長 今回の購入による高等学校の生徒用端末でございますが、今、委員御指摘のとおり

来年度夏休み明けから全ての県立高等学校において授業で活用できるよう端末の調達

や、セッティング作業などの準備を進めることとしてございます。 

 

宮本委員  予定どおりということですばらしいと思います。これは、学習用端末、授業用パソコ

ンということなんですけれども、スペックについて、ＯＳも含めてどういうような端末

なのか、改めてお伺いいたします。 

 

遠藤ＩＣＴ教育推進監 今回高校に導入する端末でございますが、学習用の端末は端末の前後にカメラ

を内蔵しておりましてキーボードを折りたたむことによってノート型のパソコンとし

ても使えるしタブレット型としても使えるというようなコンバーチブル型のＷｉｎｄ

ｏｗｓのパソコンになっております。主な仕様としましてはＣＰＵはＣｅｌｅｒｏｎ、

メモリーは８ギガ、ストレージは６４ギガとなっております。 

 

宮本委員  台数が５,３２５台ということで、１学年分だと承知しておりますけれども、どのよう

に運用していく予定なんですか、１学年に、ばんと渡してやるのか、あるいは必要な教

室で使うのかとか、イメージをもし今の時点で想定していれば教えていただければと思

います。 

 

遠藤ＩＣＴ教育推進監 ３人に１台分の端末ということになりますので、全員に配って全校で１人１台

環境にすることはできないですけれども、当然その教科等によりまして授業の進捗とか

その授業の使い方に応じて、例えば１クラスに全員に配ってそのクラスで活用するとか、

数人に１台、３人、４人に１台配りまして、グループで勉強、学習に使うというような

ことが考えられると思います。 

 

宮本委員  数人に１台ということですけど、自宅に持って帰らないことが前提ということでよろ

しいんですか。学校だけで貸し出して使わせるという認識でよろしいですか。 

 

遠藤ＩＣＴ教育推進監 今回購入する端末につきましては、最初は学校の中だけで使うことを考えてお

ります。将来的には持ち帰りということも当然考えていきたいと考えております。 

 

宮本委員  将来的に持ち帰るということはよくわかったんですが、たしか１１月議会の質疑の中
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で、将来的にはＢＹＯＤだと考えているという答弁があったと記憶していますが、どれ

くらいの時期からＢＹＯＤを考えているのか、この約５,３００台は今後買い増してい

くのかどうなのかも含めて、どういうイメージで何年度くらいからＢＹＯＤ、実際生徒

に買ってもらって学校に持ってきてもらうことを考えているのか、今の時点のスケジュ

ールを教えていただきたいと思います。 

 

遠藤ＩＣＴ教育推進監 ＢＹＯＤの導入につきましては９月議会でも知事から答弁をさせていただい

たところでございますが、令和４年度の新入生から順次ＢＹＯＤを進めていきたいと考

えております。令和４年度、５年度、６年度と３年かけてＢＹＯＤが完成するというイ

メージでございます。 

 

宮本委員  わかりました。御承知のようにＧＩＧＡスクールのほうも１人１台ということになっ

ている中で、高校が３人に１人と非常によろしくない状況かなと思うので、ぜひやって

いただきたいのと、最後にあわせてＧＩＧＡとのいわゆる義務教育とのシームレスな対

応という意味なんですけど、県内の今回ＧＩＧＡスクールで１人１台端末が入るという

ことで、ほぼ７割がＣｈｒｏｍｅ ＯＳでＣｈｒｏｍｅブックだという中で、別にＷｉ

ｎｄｏｗｓが悪いわけでは、もちろんなくて、誰でも使っている当たり前の端末なんで

すけど、今、いわゆる中学３年までＣｈｒｏｍｅ使ってＣｈｒｏｍｅ ＯＳになれてク

ラウドで授業していて、急に高校１年になったら今度Ｗｉｎｄｏｗｓになるという状況

のシームレスな対応というか、どのようにうまくつないでいくのか、伺いたいと思いま

す。 

 

遠藤ＩＣＴ教育推進監 確かに委員おっしゃるとおり県内市町村で７割以上の学校においてＣｈｒｏ

ｍｅ ＯＳという状況でございます。ただ高校につきましては、やはり多くの企業や大

学とか官公庁においてＷｉｎｄｏｗｓが採用されているということがございまして高

校卒業後に大学とか就職先で、この高校での端末の活用した経験が活用できるのではな

いかと生徒の有用性があると考えていたところでございます。 

  また授業で使用している教材はこれまで教員がＷｉｎｄｏｗｓの１人１台パソコン

を使って作成したものが多くございます。それらの既存の資料を余り手間がかからずに

使えるということで活用できると考えております。これらを総合的に勘案しまして、Ｗ

ｉｎｄｏｗｓのＯＳを採用したものとなっております。 

 

宮本委員  よくわかりましたが、御承知のように例えばアメリカの大学はほとんどＭａｃですし、

そもそもＰＣですらないと、日本の大学も理科系はＭａｃであると、おっしゃるとおり

ほとんどの日本企業はＷｉｎｄｏｗｓをメーンでしているとは思うんですけれども、当

然子供たちは中学３年からあるいは高校３年からその５年後とか６年後に企業に就職

する、もしくはもうすぐ就職する人もいるかもしれませんけど、先を見据えて恐らくこ

ういうことをここで言うべきかどうかわからないですが、Ｗｉｎｄｏｗｓが１人１台で

割り振っていくというビジネスモデルがもしかすると時代おくれのものに既になって

いるかもしれませんし、今後そうなるかもしれませんので、ぜひ未来、将来に向けて子
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供たちに何が必要かとしっかり考えていただいて、そういったことも含めて今後取り組

んでいただければということを申し上げて、答弁も含めてお願いします。 

 

降籏理事  委員御指摘のとおり、先を見据えて子供たちの資質向上を図ってまいらないといけな

いと思っております。その中でＩＣＴというものが必須だという中で学校教育機関での

学びということと、それを活用してどう今後のＩＣＴがより進化していく時代に、子供

の能力を育成してくのかというところも重要だと思っておりまして、今回３人に１台の

端末というのがＷｉｎｄｏｗｓということでさせていただきましたが、これを活用しな

がら未来の子供たち、我が県を支えていく子供たちの資質能力をしっかりと育成できる

ようＩＣＴの面も先生の指導力の部分を含めまして取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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主な質疑等 福祉保健部・子育て支援局関係 

 

※承第１号  令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出各款 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり承認すべきものと決定した。 

 

 

※第５６号  指定管理者の指定の件（あゆみの家） 

 

質疑 

（山梨県立あゆみの家について） 

望月（利）委員 １１月の本委員会でも質問させていただきました、あゆみの家の指定管理について幾

つか質問させていただければと思っています。あゆみの家は民間譲渡を進める予定でし

た。先ほど説明があったとおりです。応募希望がないから確か公募型ヒアリング調査、

サウンディングを行って、その結果、今後については民間譲渡に係る公募を実施する予

定ということでしたが、民間譲渡を断念し、従来の指定管理施設として管理運営を行う

という今の説明の経過をもう少し具体的にお聞かせいただけますでしょうか。 

 

古澤障害福祉課長 経過につきましては、もともと民間譲渡の方針として公募を２回実施いたしました。

７月と９月に実施をしております。その後サウンディングという形で価格面は不動産鑑

定額を最低の提案価格として示しておりますので、その価格面は動かさずに条件が折り

合うような形ができるだろうかということで、サウンディングというような形で聞き取

りをするということをさせていただきました。 

  実際聞き取った内容の中で、どうしても価格面の話が大きくてそこがなかなか厳しい

という話が一番多かったということです。ほかに条件とすれば、例えば、利息等を支払

っていただいて分割納付をするということも考えられたのですが、そういった面を考え

ても、手を挙げるだろうという法人はないだろうということでした。 

  先ほど、お話しをさせていただきましたけれども、医療法人ですとか社会福祉法人、

当施設を運営できるだろうと思われる法人については全て声をかけさせていただいて

打診をしたという経緯がございます。その中で、この手をつなぐ親の会だけが、人材の

確保等に県が支援をしてくれるのであればやろうというような意向を示されたという

ことでございます。 

 

望月（利）委員 行政経営管理課のホームページを１月４日に確認をしたのですが、指定管理を選定す

る施設一覧がそこで更新されていまして、あゆみの家が公募によらず選定する施設とし

て追加されているということでした。 
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  今年度指定管理を非公募としたものが、ほかに８施設あると私は調査したんですが、

指定管理を公募しない理由という部分がほかは明記されている、これには明記されてい

ない、なぜ明記されなかったのかお聞かせください。 

 

古澤障害福祉課長 指定管理の基本方針には特に非公募の理由を明記するということは規定上ないん

ですが、本来明記すべきだろうと考えておりますので大変失礼をしたと考えております。 

 

望月（利）委員 非公募で行うというのは一般的に更新するケースがほとんどだと思いますが、今回は

現指定管理者である社会福祉法人蒼渓会が募集相手先ではなくて、社会福祉法人山梨県

手をつなぐ親の会となっているということですが、先ほど若干説明をいただいたのです

が、具体的になぜそうなったのかということをもう一度お聞かせいただけますでしょう

か。 

 

古澤障害福祉課長 なぜ手をつなぐ親の会を指定管理者として指定をしたのかということですが、当施

設を運営できると考えられる、医療法人、社会福祉法人全てに打診をいたしましたが引

き受ける意向がなかったと。唯一この法人だけが県の支援、人材確保等について支援を

していただけるのであれば引き受けるというような意向を示していただいたところで

あります。 

  実際には、非公募の話にもなりますけれども、この法人以外に公募を行っても手を挙

げるところがないだろうということと、手をつなぐ親の会が意向を示していただいたの

が１２月末ということで公募を行ういとまもなかったということで非公募になったと

いうことでございます。 

 

望月（利）委員 時間的なものもなく、ほかに手を挙げてくれるところがなかったという御説明ですが、

私が調べたところ、同様の施設、まだ県内に１５施設ほどあるという認識です。そのノ

ウハウがある法人もほかにあるという認識なんですが、今回の指定管理について、そこ

でほかに手を挙げてくれたところがなかったということが、釈然としないんですが、時

間的猶予がなかったということもあるんですが、そのほかに何か理由があるのではない

かと思いますが、もしあったらお聞かせください。 

 

古澤障害福祉課長 当施設と同じように自立訓練という、障害福祉サービスの自立訓練を指定している

事業所はほかにもございます。ただ、精神科病院に入院されている患者さんを地域移行

させるような中間的な施設として同じような形態で運営しているところは、この蒼渓会

という法人しか実際はなかったということでございます。 

  ですので、実際にそういうノウハウがないという社会福祉法人等については、手が出

なかったということだと考えています。 

 

望月（利）委員 あゆみの家指定管理者の選定手続要項というものがありますよね。本来であれば一般

的に４年程度という認識でいますが、今回１年間という短い期間でした。なぜその１年

にしたのかという理由をお聞かせください。 
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古澤障害福祉課長 今、説明をいたしましたとおり、公募に係る一定の期間が確保できなかったこと等、

あと、民間譲渡ということを考えてここまで進めてまいったということでございまして、

この民間譲渡をどうするのかということとか指定管理を継続するというようなことに

ついて検討をさせていただく時間を１年ほどいただいて、令和４年度以降の運営の仕方

について改めてまた議案で上程させていただいて進めさせていただこうかと考えた次

第でございます。 

 

望月（利）委員 今、おっしゃるとおり、１年と言いながら多分７月、８月くらいにはある程度の骨格

をつくっていかなければいけないと思います。今年度末には指定管理終了、運用方針と

いうものも明確にしなければいけない。令和４年度以降のあゆみの家の運営をどのよう

に考えていますか。 

 

古澤障害福祉課長 当施設の民間譲渡の場合には、鑑定価格以上で購入をしていただくということで、

購入資金の調達などに要する準備期間が必要というようなこともあろうかと考えてい

ます。 

  そういうことも基本的には検討していかなければならないだろうということです。い

ずれにしましても、当施設の利用者が困ることがないように適切な施設の管理運営が維

持できるように考えて取り組んでまいりたいと考えております。 

 

望月（利）委員 次に委託料について、お聞かせいただきたいのですが、今回のあゆみの家の指定管理

者の選定手続要項を見させていただいたところ、県から委託料１年間で総額２,３００

万円ほどということで支払うことになっていますが、一方で障害福祉課が所管する今年

度非公募のあけぼの医療福祉センターの成人寮に対して委託料は発生してないという

ことで承知しておりますが、この委託料の使途について、なぜそうなったのか、お聞か

せいただけますでしょうか。 

 

古澤障害福祉課長 先ほど御説明させていただきましたけれども、利用者については現指定管理者がみ

ずからの施設で支援を継続するという方針、当施設には利用者が１人も残らないという

状況から再出発する形になります。 

  いずれ、県立北病院等の精神科病院から利用者を順次受け入れていき、１１月くらい

までは定員は満たさないというようなことがありまして、そういう状況の中で入ってく

る介護給付費は決まっていて、少ないという状況ですが、一方で当施設の基準、障害福

祉サービスの基準では最低６人の人を抱えて支援をしなければならないという基準が

ございますので、どうしても人件費のほうは６人分かかってしまう。そうすると収支に

赤字が出ていくだろうと、その差額について補塡をするための予算計上を当初予算に計

上するということで対応しているところでございます。 

 

望月（利）委員 あと、委託料についてもう１点、昨年度指定管理を開始した育精福祉センター児童寮

というものがあると思いますが、この公募で指定管理者を選定している中で指定管理者
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は山梨県手をつなぐ親の会だと思っています。ここに委託料は発生していますか。 

 

古澤障害福祉課長 今、お話しをされた施設についても指定管理料は一定額支出をさせていただいてお

ります。 

 

望月（利）委員 職員体制について聞かせていただきたいんですが、当初のあゆみの家の委譲にかかる

公募実施要項の中を確認しましたが、現在職員数が１２名と認識しています。山梨県手

をつなぐ親の会では何名の職員体制の提案があったんですか。 

 

古澤障害福祉課長 先ほど、お話しをさせていただいてとおり、一からのスタートということで、１０

名までの定員については人員体制６名で対応すると。ここの最大の２０名の定員になっ

た場合は８名ということですので、６名から体制を組んで、実際には今７名確保されて

いると聞いております。１１月までにはさらに１、２名を確保いたしまして運営をさせ

ていくと考えております。 

 

望月（利）委員 人員確保という部分で非常に心配にはなっているのですが、その中で、現在あゆみの

家の利用者ですが、日中、夜間２０名ほどということで、４月から利用者が移動してし

まうということで、その部分が心配になっているんですが、運営の職員確保、今の６名

ということで確保、運営が可能なのかということと、この法人がほかにも施設を抱えて

いるということで、そこの法人から職員を連れてきて補塡するとか、融通をきかせると

かそういったことがあってはならないと思いますが、そのところはどのように管理をし

ていく予定でございますか。 

 

古澤障害福祉課長 先ほどお話しをさせていただいた６名、７名の確保というのは、今ある法人の中か

ら捻出するということではなくて、新たに別から人を雇うという形で確保ができるとい

う見込みでございまして、県立施設の運営ということですので、法人に対して支援をさ

せていただいて、精神保健福祉士３名を含めた、ある程度経験のある方を集めさせてい

ただいて４月からの運営も何とか軌道に乗ると考えております。 

 

望月（利）委員 本当に今までの受けていただいた方々が受けなくなったと、本当に急を要した形で対

応に苦慮されたと思います。何よりも利用者のその滞りない利用といいますか、プレイ

ヤーズファーストといいますか、利用者の不便があってはならない、また職員体制も整

えていっていただきたいと思います。 

  最後に今後のあゆみの家の運営について思いを聞かせていただいて、私の質問を終わ

ります。 

 

古澤障害福祉課長 不測の事態からこのような形で指定管理を１年継続させるような話になりました。

当施設自体は県立北病院を含め精神科病院に確認をしたところ、地域移行の中間施設と

してニーズがあるということを確認しておりますので、その施設はしっかり運営させて

いかなければいけないだろうということで、改めまして民間譲渡のことも含めてしっか
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り整理をさせていきたいと考えておりますし、委員がおっしゃるとおり、まずは利用者

に不便があってはいけませんので、そこをしっかり適切に支援ができるようにというこ

とで進めてまいりたいと考えております。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第４１号  令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のもの、 

第２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの及び第３条債務負担行為の補 

正中教育厚生委員会関係のもの 

 

質疑 

（自殺対策総合事業費について） 

杉山委員  福の１５ページ、自殺対策総合事業費というところで、大変な社会状況の中で自殺者

が恐らく全国的にふえているということもありますし、山梨県もワーストというような

ニュースもあり、恐らくあまりよろしくない状態なんだろうと思います。そういう中で

こういう事業をすることは大変有意義だと思うんですけれども、今の山梨県の自殺者の

状況というのはどうなっているのか、まずお聞きしたいと思います。 

 

古澤障害福祉課長 山梨県の状況ですけれども、厚生労働省から公表されております住居地ベースの自

殺者数については昨年４月以降、前年同月を上回るような形で推移をしておりまして、

昨年の７月から１２月までの自殺者数の合計が８０名、前年の同期が５６人ですので約

１.４倍、全国の増加率１.２倍ですので、これを上回っているというような状況にあり

ます。 

  特に女性の自殺者数の増加が顕著でありまして、同じく７月から１２月までの女性の

自殺者数は２６人、前年の同じ時期の数字が１３人ですので、その２倍ですから、全国

の１.４倍を大きく上回っているというような状況にございます。 

 

杉山委員  女性の方がふえているということは大変衝撃的です。そういう意味でこの１番にあり

ます女性向けのハンカチ型リーフレットの作成ということが入っているんだと思いま

すけれども、ハンカチ型のというようなことは、具体的にどういった事業なのか教えて

いただけますか。 

 

古澤障害福祉課長 相談窓口を紹介するリーフレットですけれども、女性をターゲットに考えるという

ことで、どうしても女性の手にとりやすいものということでハンカチがいいのではない

かと考えました。 

  ハンカチ型のリーフレットを作成させていただきまして、県の美容業生活衛生協同組

合のご協力をいただくという中で、県内約６００の美容院等で配布をしようと考えてお
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ります。美容院を通じたリーフレットの配布というのは他県にも例がございまして、や

はり女性に手をとってもらうためには有効ではないかということで、周知効果が高いと

考えています。 

 

杉山委員  そういったことによって少しでも守れる命が多くなるように思っておりますけれど

も、あと２番の広告事業費になるのですが、これは具体的にどういった媒体等々を使っ

て広告をしていくのかということを教えていだけますか。 

 

古澤障害福祉課長 インターネットでＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏ！などの検索エンジンを使って県内

の在住者が新型コロナウイルスの感染症に関連して心の悩みなどを検索した場合に相

談の窓口を案内する、そういう広告を出すということを考えております。 

  昨年４月から青木ヶ原樹海のハイリスク地対策として取り組んでいる樹海とその自

殺の関連キーワードを組み合わせた場合に、検索かけた場合に広告を出すということを

やっているのですが、今回は県内の在住者にターゲットを絞って、自殺に関連するキー

ワードを入れた場合に広告を表示させるというような取り組みでございます。 

 

（国民健康保険安定化対策事業費について） 

杉山委員  いずれにしても、さまざまな媒体を使って、いろいろな人に知っていただいて、少し

でも命を守っていただきたいと思います。 

  次に福の９ページで国民健康保険負担金等々があるんですけれども、軒並み減額補正

になっているんですが、要するに、例えば病院にかかる人たちの受診控えとかそういう

ように見ればいいですか、教えてください。 

 

眞田国保援護課長 福９ページの国民健康保険指導費の減額の要因でございますけれども、大きくいえ

ば委員の御指摘のとおり、保険給付費がコロナの感染症の関係で受診控え等が生じた関

係で医療給付費が若干落ちているような見込みになっております。 

  あと、２番目の国民健康保険保険者支援事業費負担金につきましては、助成対象とな

ります対象者の数が減ったと、減免対象になる方が減ったというような実績もございま

す。 

  おおむねでいえば、コロナ感染症の関係で受診控えということで医療給付費全体が下

がっているということが要因といえます。 

 

（特定不妊治療助成事業費補助金について） 

杉山委員  いずれにしても、その受診控えということが原因とすれば、例えば病院の経営だとか、

あるいは受診控えすることによる見えないところの健康被害等々、いろいろなところに

影響があるんだろうと思います。 

  最後にもう１点よろしいですか、子の７ページなんですけれども、特定不妊治療助成

事業費補助金です。今本当に国がそういった方針を出して今まで悩まれた夫婦、また、

苦労されていた夫婦に希望が見えてきたと思うのですが、具体的にこの１回３０万円と

か書いてあるんですが、具体的に一般的にどのくらいかかるというのはケース・バイ・
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ケースなんでしょうけれども、この３０万円というのはどのくらいの助成になるのか教

えていただけますか。 

 

土屋子育て政策課長 不妊治療のうち特定不妊治療とされる体外受精や顕微授精といったより専門的

な治療について助成を行っているところですけれども、治療にかかる請求額につきまし

ても高い低いがさまざまありまして、一律こうだという金額は示されておりません。一

般的には３０万円から５０万円といった調査結果もあるところです。 

  今回の改正につきましては、今まで初回３０万円、その後１５万円ずつ５回までとい

った助成が３０万円ずつ６回までとされたことや、生涯で６回だったのが、１子ごと６

回に拡大をされたところです。 

 

杉山委員  今のお話聞くとかなり、治療を受けようという、そういったインセンティブになると

思うので、こういうことが継続的にさらに広がっていき、悩まれている夫婦等々に、本

当に力になればと思います。 

  あと最後に、この（３）に補助先甲府市と書いてあるんですが、甲府市が特別なこと

をされているんですか。 

 

土屋子育て政策課長 これまで国は、この不妊治療、特定不妊治療の助成事業につきましては、補助金

として事業を行っていたんですけれども、今回拡充分については安心子ども基金で事業

を行うということと制度改正されているものです。 

  安心子ども基金については都道府県にしか積み立てができないということもありま

して、甲府市の分については、県の安心子ども基金に積み立ててから、甲府市に補助金

として支出するということから、別枠で今回計上させていただいているところです。 

 

杉山委員  基本的に甲府市は独自にやられて、ほかの市町村は県が主体でやられているという意

味でよろしいんですか。 

 

土屋子育て政策課長 甲府市は中核市であって特定不妊治療の助成事業のの実施主体ということから、

別枠で計上させていただいたところです。 

 

（ひきこもり対策推進事業費について） 

大久保委員  福の１６で、センター費の増額ということで、中長期的に長い間ひきこもられる方、

またコロナでいろいろな要因で引きこもられる方、非常に私の身の回りでもそういった

方がふえている中で、当然、いろいろ事業を推進していく上には各市町村の現況ですか、

人数がどういう状況で、ひきこもりの期間とか、それを分析しないとアドバイザーの派

遣や研修会などのせっかくの予算も無駄になってしまう中で、県として現状はどのよう

に把握されているんでしょうか。 

 

古澤障害福祉課長 ことし１月に昨年９月にやった調査結果を出させていただきましたけれども、６１

５人という数字がひきこもり者ということであって、しかも高年齢層、４０代以上が多
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いというような状況でした。そこへの支援というのは手厚くしなければいけないだろう

と考えております。今回そのコロナウイルスの影響等もあって、一段支援を高めようと

いうことで、今回予算の計上をさせていただいているところです。 

 

大久保委員  マル臨のアドバイザーの派遣というものがあるんですけれども、こういったアドバイ

ザーといった資格の方が、例えばどういった市町村を選んで派遣に基づいて指導また助

言をされるのかお伺いしたい。 

 

古澤障害福祉課長 今、適任者を、検討させていただいているということですけれども、例えば全国の

家族会の方の実務的にそういった御経験のある方を選んだり、例えば研究者でも大学の

教授などでも実務に携わっているような方がいらっしゃると思いますので、今、適任者

を探しているという段階でございます。 

 

大久保委員  研修会の開催についての内容も、具体的に決まっていれば、教えてください。 

 

古澤障害福祉課長 市町村レベルのプラットフォームをつくっていくということが重要だと考えてお

りまして、そのために研修会もやるわけなんですけれども、この研修会も今、お話しを

させていただいた派遣をするアドバイザーの方を活用するということもありますし、別

に適任者を探しているという状況です。どうしてもひきこもり支援の成果を上げている

方が、全国的にも余りぱっと出てくるような話ではなくて、難しいということだと思う

んですけれども、今、人選をさせていただいているということで、固まり次第またご案

内できると思っています。 

 

大久保委員  確かに即効性のある効果はないとはいえ、例えば４０代がひきこもる、例えば就労に

対する関心もあるか否かとか、また高齢者の方が４０代の面倒を見るという部分で、部

局横断的にニーズを把握して、総合的な政策もある部分も必要と思うんです。ですから、

コロナはわかるんですけど、コロナ以前の根本的な問題として、ひきこもりというのは

根が深い部分があると思うので、確かにいろいろな角度から対策を練っていただくのが

いいことだと思うんですが、部局横断的な対応という部分ではいかがでしょうか。 

 

古澤障害福祉課長 おっしゃるとおりだと考えています。生活困窮といった切り口もございますし、就

労という意味で、例えば労働局と連携をするということもあろうかと思っています。 

  いきなり就労というよりは、社会参加ができる場というのを繕うというような動き、

実際には居場所づくりみたいなことを始める市町村もございますので、そういったとこ

ろを支援したり、情報共有するような形をして、それを関係部局とも連携をしながら対

策を打ってくという考え方だろうと考えております。 

 

（母子保健推進事業費について） 

大久保委員  もう１点、子の７の母子保健推進事業費の中の２番、５番、産前産後ケアセンター、

これは笛吹市石和にございまして、妊婦にとって大切な施設だと思いますし、徐々に認
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知度が上がっているとはいえ、なかなか利用者も少ない。また、年当初ですか、経営が

非常に厳しい中で、また増額で支援をしていると思うんですが、実績減これはどのよう

に分析されていますでしょうか。 

 

土屋子育て政策課長 産前産後ケアセンターの利用については、原則３泊４日で利用者負担は１泊６，

１００円としているところです。今年度は、年間１,４１０泊くらいの見込みでしたけれ

ども、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる緊急事態宣言が出され、センター自体

が受け入れを停止していたという時期もありまして、当初予定した利用が見込めないだ

ろうということから、その泊数に応じて県の負担分について減額をしているところです。 

  ただ、こうした外的な要因で運営ができないということがないよう、今年度につきま

しては補正予算を計上させていただきまして、前年度同額まで支援するといった臨時的

な対策を、臨時交付金を活用して行っているところです。 

 

大久保委員  時々お話しをお伺いするんですけども、この利用料が６,１００円、連泊だと掛ける幾

つかになるということで、そういった部分の負担軽減がなされないのかということも耳

にしますけれども、いかがでしょうか。今年度事業として検討はされたのでしょうか。 

 

土屋子育て政策課長 産前産後ケアセンターについて、開設当初からなかなか利用が伸びないという中

で、委託をしている法人の負担が大きいという課題があり、委託費の算定方式の見直し

に取り組んでまいりました。 

  市町村と協議をする中で、これまでは利用料に対する助成という形で委託費を算定し

てきましたけれども、これからは運営費に対して委託費を出すこととし、安定的な運営

ができるように取り組んでいるところです。 

  また、委託費の算定方式を見直すだけではなくて、どうしたら利用がふえるかといっ

たようなことも検討をしているところです。昨年母子保健法も改正され市町村の事業と

されたことを踏まえ、これまでは同居家族がいると必要ないじゃないかとか、産後鬱で

重症になった方だけが利用する施設なのではないか、私は対象ではないんじゃないかと

いったような声があるので、市町村の妊婦検診等でのＰＲとか、そういうことも含めて

利用率が上がるように検討しているところです。 

 

大久保委員  母子保健法も改正されたり、各市町村ですか、遠い近いということは別にしまして、

近い方が利用率は高いと思うんですが、県下あまねくそういったＰＲ方法をもう少しい

ろいろな部署、そして医師会とかそういった部分、市町村だけでなくて関係団体などに

ＰＲすべきだとは思うんですが、今後の方向性に向けて考えをお願いしたい。 

 

土屋子育て政策課長 子育て支援局では、１１月に「やまなし子ども・子育て応援県民会議」を立ち上

げ、民間企業など４５団体の参画を得て、社会全体で子育てする機運の醸成を図ってお

ります。 

  また、２月には不妊治療と仕事の両立支援ということで、県内の経営者団体等と協定

を結び、不妊治療しやすい環境を整えております。 
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  こうした参画していただいている企業に産前産後ケアセンターを見学してもらった

り、その会社の中の福利厚生として産前産後ケアセンターの利用負担額に助成をしてい

ただけるよう、さまざまな取り組みを通じて利用拡大を図ってまいります。 

 

（病院群輪番制病院施設・設備整備事業費について） 

鷹野委員  福の１９ページです。病院群、輪番制病院施設ということで減額補正でありますけど、

具体的にどんな、輪番制の中で具体的にどういう設備を置くということの補正というこ

とでございますか。 

 

齊藤医務課長  病院群輪番制でもって主に二次救急を担当していただいている各地域の病院が対象

となっておりまして、本年度につきましては国立甲府病院、あとは甲府城南病院、あと

は石和共立病院、笛吹中央病院、以上４つの病院に対して助成をしたところであります。 

 

鷹野委員  具体的に設備というとどんな内容ですか。 

 

齊藤医務課長  これにつきましてはかなり柔軟に対応しておりまして、例えばＣＴ撮影機であります

とか、あとは患者さんを運ぶストレッチャーでありますとか、あとはエックス線撮影機

等々、いわゆる救急に必要な備品であればある程度幅広に対応しているところでありま

す。 

 

（医師の確保について） 

鷹野委員  福１９ページの医師確保についてでありますけど、先ほど説明で地域外が下回ったと

いう話をいただきましたが、全体の概要も含めて地域枠の中と地域外の人数的なものと、

この金額の整合性も含めて、教えていただければと思います。 

 

齊藤医務課長  医師就学支援金の令和２年度の対応状況でありますけれども、一種が１５０人、二種

が１１５人、第三種は院生ですが３人ということで合計２６８人おります。 

  そのうち、地域枠につきましては第二種の３９人となっております。 

 

鷹野委員  先ほどの地域枠外は、具体的に何人減ったんですか。 

 

齊藤医務課長  私どもは例年地域枠以外の一般枠の医学生に向けても門戸を開いておりますが、予算

上一般枠につきましては一種で１０人、二種で５人、三種で５人という枠を設けており

ます。しかしながら今年度につきましては、一種で４人の応募があったのみでございま

した。 

 

鷹野委員  具体的に地域枠以外、地域枠の対象学校というと、東京医大とか、あと私学もあった

と思うんですけども。 

 

齊藤医務課長  お見込みのとおり山梨大学で今、３５名、東京医科大学で２人、あと北里大学で２名
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ということで合計３９の枠で対応しているところであります。 

 

（ひとり親世帯の臨時特別給付金について） 

鷹野委員  あと最後に、子の１４ページ、ひとり親世帯の臨時特別給付金ということで１,０６５

万６,０００円ということでありますけど、具体的にひとり親世帯の実績とすると、ひと

り親ということでございますので、母子、父子も含めてという理解でよろしいんでしょ

うか、それも含めて数字をいただければと思います。 

 

小俣子ども福祉課長 ひとり親世帯臨時特別給付金の実績ということですが、県は町村分の支給を担当

し、市については市から直接支給するということになりますので、予算に計上していま

すのは、県が実施する町村分ということになります。 

  その実績は１月末の時点になりますが、この臨時給付金の給付内容が５種類に分かれ

ておりまして、まず児童扶養手当受給者に対する基本給付と、その方々がコロナの影響

で家計が急変したことに対する追加給付、次に公的年金を受けていることによって児童

扶養手当を受けていない方々に対する基本給付と、その方々の家計が急変したことによ

る追加給付、それから全く児童扶養手当等を受けておらずコロナの影響で家計が急変し

たことによる給付ということで５種類の給付者がいることになります。それぞれの実績

は、児童手当給付者の基本給付につきまして、７５３件で４,８４２万円、これの追加給

付が４７３件で２,３６５万円となっています。 

  公的年金の受給者対象の基本給付が２５件で１６１万円。これの追加給付が１３件で

６５万円となっています。 

  家計急変者に対しての基本給付が、３４件で２３３万円となっております。 

  これにつきましては、再支給というのが１２月に決定されまして、対象者はほぼ同じ

で基本給付だけになりますけれど、初回給付者に対し、もう１回給付が行われていると

いう状況になっております。 

 

鷹野委員  あの非常に複雑な種類もあったということでありますので、もしできましたら資料を

いただきたいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 

臼井副委員長  ただいま、鷹野委員から要求のありました資料につきましては、委員会として執行部

に資料要求をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

臼井副委員長  執行部に申し上げます。ただいま鷹野委員から要求のありました資料につきましては、

作成の上、委員会終了後、各委員に配付願います。 

 

（生活保護費について） 

遠藤委員  福の５ページで、聞きなれない言葉が出てきましたのでお伺いしたいと思いますが、

この住所不定者等の保護費負担ですけれども、これは補正額が２,８００万円というこ
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となんですが、これどういう状況なのか詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

 

津田福祉保健総務課長 生活保護は住所のある方を保護する場合と、ホームレスといったような方々も

含めて、定まった住所がない方も今いるところで保護がされます。そのときに、市が保

護する場合に、住居がない方の場合には、その費用を国が４分の３、県が４分の１を負

担するということになっておりまして、毎回ある程度見込むのですけれども、今年度に

ついては実績が多かったために補正をするものでございます。 

 

遠藤委員  例年よりもふえたということで、これだけの補正が出てきたということですが、人数

にするとどのくらいの数でしょうか。 

 

津田福祉保健総務課長 大変申しわけございません。今、資料が金額だけで聞いておりましたので、人

数については資料がございませんので、後ほど配らせていただきたいと思います。 

 

遠藤委員  特に何ていうんですか、大きな疑問があるわけではなくて、心配なのはこのコロナで

県外、首都圏から流入があってふえているのか、そういう状況の分析もできていたら資

料はお願いしたいのと、そういう理由も知りたいということで資料のほうはお願いした

いと思います。 

 

津田福祉保健総務課長 状況につきましては、また市のほうにも聞き取りをいたしまして、少しお時間

をいただいて資料をまとめたいと思いますけれども、できしだい早急に渡したいと思い

ます。 

 

臼井副委員長  ただいま、遠藤委員から要求のありました資料につきましては、委員会として執行部

に資料要求いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

臼井副委員長  執行部に申し上げます。ただいま遠藤委員から要求のありました資料につきましては、

作成の上、委員会終了後、各委員に配付願います。 

 

（クラウドファンディングについて） 

遠藤委員  クラウドファンディングで歳入を入れかえたところが衛生薬務課と子育てのほうで

あったと思うんですが、最近クラウドファンディングがはやってきているんですけれど

も、どのような経緯でこういったものがあるのか、詳細な説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

大澤福祉保健部参事（衛生薬務課長事務取扱） クラウドファンディングにつきましては、本年度から

ふるさと納税の１つの形ということで県として導入がされたものであります。 

  ふるさと納税とは別にプロジェクトという形の中で衛生薬務課の場合であれば人と
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動物の共生社会推進プロジェクトというような形の中で、人と動物の共生する社会の実

現を目指すということで、例えば動物の愛護に対する意識の醸成を図って飼い主に対す

る終生飼養あるいは所有者明示といった適正飼養の普及啓発活動、また殺処分減少を目

的とした、飼えなくなった犬、猫の譲渡を推進する活動とか、飼い主のいない猫対策、

いわゆる不妊去勢手術ですが、こういうプロジェクトに使いますというようなことを銘

打って寄付者を募るという形のものでございまして、本年度から導入をしたものでござ

います。 

 

小俣子ども福祉課長 目的に関しましては、今の大澤参事の説明のとおりとなります。 

  衛生薬務課とあわせて「子どもの貧困対策支援プロジェクト」としてクラウドファン

ディングを活用させていただいたところでございます。 

  主な事業といたしましては、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりに関

する補助金や、広域で貧困対策の支援をしている方々への補助金に充てております。 

 

遠藤委員  新しい財源として非常に私も興味があるんですけれども、今後もこういう活用はして

いただきたいと思いますが、今の子ども福祉課の場合、国費まで、国の費用まで財源を

返しているようなことになっているんですが、その状況について御説明いただけますか。 

 

小俣子ども福祉課長 特定の事業に充てる目的でプロジェクトとして募集したということもあります

ことから、国庫負担金が若干減額になっていますけれども、その趣旨に沿って財源を充

てたところでございます。 

 

遠藤委員  これはどこかでまとめてプロジェクトを立ち上げるのか、あるいはそれぞれの所管で

立ち上げるのか、いかがでしょうか。 

 

小俣子ども福祉課長 ふるさと納税関係の対応につきましては、地域創生人口対策課においてとりまと

めを行っているところでございます。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第４８号  令和２年度山梨県国民健康保険特別会計補正予算 

質疑 

（特別高額医療費共同事業拠出金について） 

宮本委員  福の３６の特別高額医療費共同事業拠出金、先ほどの説明の中で、予定よりもふえて

しまったというような説明だったと理解をしたんですけれども、よくあることなのか、
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こういうものなのか、どういう理由で高額医療これくらいかかるよということを予定し

て予算を組むのか、もう少し説明していただいてもよろしいですか。 

 

眞田国保援護課長 特別高額医療費共同事業拠出金についてでございます。 

  著しく高額の１件４２０万円超えるうち、２００万円を超える１０分の２の額が国保

中央会からいただける形になっております。ただこのうち過去３年分くらいの実績のう

ちで拠出金を各団体が、拠出金を出しまして、実績として交付金をいただけるという形

になっておりまして、本来の補正額１,０７０万８,０００円ですけれども過去３年分の

精算を行います。 

  過去３年分で、どうしても最近ですと医療の高度化ですとか、中には高い薬とかが出

たりしまして、個々具体的なレセプトまでは、お示しはできないといいますか、そこま

でわからないんですけれども、中には非常に高額な医療費を要する患者さんが出た場合

にこういった形で拠出金がふえるというような現象が生じます。 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

その他  ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に

委任された。 

 

以   上 

 

教育厚生委員長 山田 七穂   


